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振替貯金に関する料金 ③ 国有鉄道(!主|有鉄道に関連する国

滋船舶を含む)における旅客;および貨物運賃の基本1'1率の 3 つ

について，法律の定めまたは国会の議決を裂する こ ととな っ た

(1I百和 23 ・ 4 法律第 27 号財政法第 3 条の特例に|刻する法律) 。

本法の適用範聞は 日 本国有鉄道の， 鉄道および証i添削仕におけ

る旅客巡賃および貨物巡貨 と， これに関連する量ß賃料金で，国

営自動車事業における自動車述貨には適用されない。国営自動

車運賃を除外したことは， そのI)J梁の規模からして明らかに国

の独占する事業料金とはL、いがたいし ， しかも事突|問題として

民也と同一歩調をとらざるをえないこ との理由によるものであ

る。 L関連する主ß賃及び料金1 と は，旅客運賃および貨物運賃

以外の運賃および料金を指すのであって， 手小荷物述\l ， 急行

料金，貨物保管料， 入場料金等，鉄道巡送に|刻迎 し て定められ

るものである。

巡ttの決定は ① 公正妥当なものであること ② 原価を

償 うものであること ③ 産業の発達に資する こと @ 賃金

および物価の安定に号寄与することの 4 つの原則によるこ ととな

っているが，この決定基準は非常に抽象的なものが多く ， 基準

としてはきわめて明瞭を欠いでいる。 以下巡賃料金についての

規定の概要を述べる。

1 旅客述t"'t 本法においては旅客五ß }立を??通旅客運賃と定

期旅客巡賃に分け， 等級は 1 ・ 2 ・ 3 等 と し ， 営通旅客運賃を鉄道

と航路に分けて法定している。鉄道の普通旅客運賃は 3 等の賃

率を， 営業キロ 1km につき幾らと具体的金額を規定し， 2 等，

l 等については 2 等は 3 等の 2 (告， 1 等は 3 等の4{告と 規定し

ている。営業キロについては何ら規定していないが，国鉄が~

4ー ロを基礎として設定している営業キロ穏を前提としている。

実際に旅客から収受する巡賃額は， :í''ti!停の適用についての細目

を定め， 国鉄の公示として示されることにな っている。しかし

航路の普通旅客運賃は別表として絶対側を掲げている。回数券

運賃や割引運賃の如きは国鉄に許容されている巡貨の軽微な変

更によるものであるか， 委任規定にもとづき設定した本法以外

の運賃 として解釈するか問題のあるところであるが， 営illi旅客

五mの変形とみるべきであると解されている。なお各~N間の賃

率の比率は， 本法では鉄道の普通貨率についてのみ定められて

いるので，航路や定期旅客王ß賃， 急行料金についてはべつの比

率によること はさしっかえないとされている。

定期旅客運賃については通勤 ・ 通学とも 1 筒月 3 筒月は営

通旅客運賃の 5 割， 6 箇月は 4 制に相当する倒をこえてはなら

ないと制限している。しかし現在の定期旅客巡貨はこの制限よ

り はるかに低い制引巡貨とな っ ている。こ こにしづ普通旅客運

賃とは法定資率に よ って計算された運賃を指していると解され

る ので， 一部電車区間において普通運賃の場合に用いている ，

営業キ ロ を短縮して計算された運賃は除外されると解される。

っき'に普通旅客運賃との比較は， 定期旅客が定期券の区間を 1

日 1 往復するものとして， 1 箇月の場合は 60 因分に対して計算

されたも のをその対象としている。

2 身体障害者割引 本法に定めてある身体陣容者に対する

制引規定は， 身体障害者福祉法(1昭和 24 法律第 283 号)の付貝1)

によって追加されたもので， 政令で定める身体障害者(政令は

制定されてないが， 実施上さしっかえないように国鉄において

定めている)および介護者について，鉄道 ・ 航路の普通旅客)lli

貨および定期旅客運賃をそれぞれ半額とすることにな っている。

巡貨の割引は基本質率による収入情況との見合いにおいて行わ

るべきもので， 一般的には本法はその趣旨にもとづいて経営責

任者である国鉄総裁に委せてあるにもかかわらず， ここに特定

の割引規定を掲げていることは， 本法の体系上からみて特異な

存在であるというべきである。

3 急行料金 特別急行，急行および準急特料金に分けてそ

れぞれ絶対傾を各等級別に別表として法定 している。料金差の

前提である急行列車については規定していないが， 列車の速度

および提供する設備の内容等， 種々の要素ーから勘案して決定し

ている悶欽の摘置を，容認する ことを前提とする規定であると

解釈できる。 別表に掲げる急行料金の等級比率は，普通旅客運

賃の等級比率と 2 等は同じであるが 1 等は 3 等の 3 (音である。

急行料金は特例法でい う基本賃率には含まれないと思われるが，

普通旅客五1mと笹;接な関係にあり，利用者も深い関心を払って

いるので木法で定めるこ とになったのである。

4 貨物巡:t'l llï扱貨物運賃および小口扱貨物運賃とし，車

扱貨物主II貨は貨物等級表の等級にしたがい別表の貸率によると

い別表には現行貨物等級表の等級により常通等級 12，特別等

級 3 の言 1- 15 等級に区分した車扱貨物対キロ貸率が定めてある。

貨物等級表は国鉄公示をもって定めている等級表を指していて，

法律では定めていないので，別表の賃率を変更しなくても，等

級表の操作に よ って運賃の増減が行えるのではないかという考

え方もあるが，貨物等級表がきわめて復雑な もので，しかも等

級適用上常に制II -flflの変更を必要とする笑状であり，これを法律

の内容とするこ とは適当でない と考えられたこと.および将来

合理的に等級表を改訂しようとするときは，必ず別表質率の改

訂を必要とする と考えられたので，等級表改訂の場合にその内

容が国会若手般の対象となる機会があるとされた結*て'ある。し

たがって細部の等級改正の場合に多少運賃の変更があってもや

むをえないし，またそのことを予想しているものであると解さ

オ1る。

小口数貨物運賃は小口扱の数量が車扱の 1 割にも満たないも

のであるし， Jlï扱貸率と調盤がとれた巡貨にしなければならぬ

性質のものであるから法定の必要はないとし，車扱貸率を参し

ゃくして定めるこ との規定にとどめている。 貨物巡貨に関して

は問機の事項が航路にも適用される。

5 運賃料金の軽微な変更 本法は以上のように旅客運賃，

貨物運賃の基本:t'l率を法定しているが，鉄道企業のもつ性格か

らこれに常々若干の変更を必要とする場合が少なくないので，

本法においては国鉄の総収入にミ苦しい影響をおよぼさない軽微

な変更は，国鉄が自ら行うこ と ができると規定されている。こ

の規定が適用されるものと しては各俸の割引が考えられる。軽

微な変更は， 抽象的には量的なものであ っても，質的なもので

あってもさしっかえないと解されるが，総収入にいちじる しい

影響をおよぼす程度について明確なものはない。

6 委任規定 本法に定める運賃料金のほかにも旅客または

貨物迩送に関連する運賃料金があり，また本法に定める巡賃料

金でも~際に適用する上には細かい定めが必要であるが，これ

らは些細なものであるとして国鉄に委任されている。しかし鉄

道営業法の規定の適用を妨げないこ ととして， 利用者に関係あ

る両法律の効力について規定している。すなわち鉄道一営業法の

委任規定である鉄道運輸規程において ， 12 才未満 6 才以上の小

児は大人の半傾で運送すべきこ とを規定しているので， 運賃は

本法にも と づいて国鉄がきめることができるようにな っ ている

とい って も ， やはりこの拘束があるからこれに反するよ うな小

児運賃を決めることはできない。

また法定以外の主ß賃料金は，原則として国鉄が定めることに

なっているが， これらの中でも比較的国民に影響するところが

深いとみられる定期旅客運賃， 小口扱貨物運賃，手小荷物運賃，
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